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今後の目指すべき将来像のとりまとめ 1 

（第４回企画専門委員会 資料１－２反映版） 2 
 3 

１ 今後の目指すべき豊かな瀬戸内海 4 
 5 

瀬戸内海は、我が国最大の閉鎖性の海域であり、古来より海上交通や水産業の拠6 

点として発展し、また、農業、工業、物流や都市生活、さらにはレクリエーション7 

の場としても人々の暮らしを支えてきたが、その一方で、人口と産業の集中や開発8 

に伴い、水質の悪化、自然海浜や干潟の減少などの問題を経験してきた。 9 

この問題に対応するため、瀬戸内海が「我が国のみならず世界においても比類の10 

ない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、11 

その恵沢を国民が等しく享受し後代の国民の継承すべきもの」との理念に基づき、12 

昭和 48 年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、その後、昭和 53 年に恒久法13 

としての瀬戸内海環境保全特別措置法（以下「瀬戸内法」という。）が施行された。14 

以後 30 年以上にわたり、瀬戸内法等に基づく各種施策が実施され、企業や市民、15 

各種団体の努力や活動も相まって、人間活動に起因する環境への負荷の軽減につい16 

て一定の成果が見られてきたが、一方で、過去の開発等に伴って蓄積された環境へ17 

の負荷や、新たな環境問題への対応など取り組むべき課題も依然として多い状況で18 

ある。 19 

しかし現在も、瀬戸内海は、市民、漁業者、事業者等に対して、景観鑑賞、漁業、20 

レクリエーション、船舶航行など、同じ空間で同時に多様な要請に応えられる場を21 

与えてきており、その豊かな生態系サービス（海の恵み）の恩恵によって人々の生22 

活を潤し、暮らしや文化を支えていることから、今後も、「庭」・「畑」・「道」に例23 

えられる多面的価値・機能が維持され最大限に発揮されている『豊かな瀬戸内海』24 

を実現してくことが今後の目指すべき将来像であると考えられる。 25 

 26 

◆「庭」としての価値：多島美や白砂青松を代表とする景観 27 

観光・安らぎの場 28 

◆「畑」としての価値：海面漁業生産力が高い漁業生産の場 29 

◆「道」としての価値：物流や人流を担う重要な海上航路 30 

 31 
２ 豊かな瀬戸内海を構成する要素 32 
 33 
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瀬戸内海は、その「庭」「畑」「道」といった多面的価値・機能が維持され最大限1 

に発揮されることによってもたらされる豊かさを、国民はもちろんのこと、多様な2 

生物が総合的に享受できる海であるべきある。したがって、この３つの価値を高め3 

ゆく「豊かな瀬戸内海」の構成要素として、「美しい海」「多様な生物が生息できる4 

海」「賑わいのある海」と整理した。 5 

これらの各構成要素のあるべき姿について、湾・灘ごとの個別の目標の観点と、6 

湾・灘や河口域を越える物質移動の観点から、それぞれ、「場の視点」及び「流れ7 

の視点」と分類し、それぞれの視点から「豊かな瀬戸内海」の実現のために求めら8 

れる個別目標等を整理した。 9 

 10 

（１） 美しい海 11 
   水質については、瀬戸内法制定時に比べ、陸域汚濁負荷の削減が進んだ結果、12 

窒素・りんの環境基準については概ね達成し、赤潮の発生件数や発生海域面積が13 
減少していることから、水質保全の取り組みについて一定の成果があったと考え14 
られる。 15 
一方で、底質については、過去 30 年間の変化では、強熱減量や窒素・りんな16 

どでわずかな減少がみられるものの、大きな改善は見られておらず、長年にわた17 
り蓄積してきた重金属や有害な化学物質なども存在している。 18 
また、内閣府『世論調査報告書平成 20 年６月調査 水に関する世論調査』に19 

よれば、環境基準達成率と比べて住民の満足度が低いなど、現在の市民の求める20 
水環境を十分に実現できていないと言えるとあるため、国民の実感にあった指標21 
の検討を行いつつ、水質や底質、生物生息場にとって本来必要とされることの正22 
しい理解について国民に啓発することも進めながら、今後も公共用水域である海23 
を保全していくことが重要である。 24 

景観については、親水空間としての役割だけでなく瀬戸内海の景観形成の上で25 
も重要な役割を果たしている自然海岸が、埋立や護岸の整備等により失われてき26 
た一方で、島嶼部における過疎化や高齢化や暮らしの変化等が相まって、人と海27 
との関係が希薄化してきたことにより、自然環境と文化的要素が一体となった独28 
自の景観が変化してきている。 29 
今後も、自然海岸や国立公園等といった人と自然とのふれあいの場を良好な状30 

態に保ちつつ、自然景観の保全と利用との調和が図られる形で人と海とのつなが31 
りを回復させていくことが望ましいと考えられる。 32 

 33 
（１）－１ 場の視点 34 

○水質汚濁に係る環境基準を達成し維持していくこと 35 
○夏季において水浴場での透明度が確保されていること 36 
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○赤潮やごみ等による景観の悪化がないこと 1 
○瀬戸内海の自然景観を保全・継承していくこと 2 
○島嶼美といった独自の景観や生業の風景、海にまつわる歴史・文化・行3 

事が次世代にも引き継がれていくこと 4 
  5 

   （１）－２ 流れの視点 6 
○流入する負荷の円滑なフローを確保しつつ、蓄積された汚濁物質（スト7 
ック）を減らしていくこと 8 

○河川を通じて流入するごみの発生抑制がなされていること 9 
 10 

 （１）－３ 評価指標の例 11 
◇水質保全に係る指標の例 12 
水質汚濁に係る環境基準の達成状況、透明度、水浴場の水質判定基準の達13 
成状況、流入汚濁負荷量、赤潮発生件数、青潮発生件数、水辺の健全性指14 
標 15 

 16 
◇自然景観・人文的景観に係る指標の例 17 
自然公園の指定面積、自然海浜保全地区の指定延長、漂流・漂着・海底ご18 
み回収量、景観法に基づく景観計画の策定自治体数 19 

 20 
（２） 多様な生物が生息できる海 21 

海洋の生態系サービス（海の恵み）を持続可能なかたちで利用するためには、22 
海の生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性を保全することが重要であ23 
る。特に、国民への食料の安定供給の役割として貴重な漁業資源の宝庫として24 
の「畑」の価値を維持し向上させていくためには、多様な生物を守り、稚魚や25 
稚貝を育てゆく生物の生息場を守るといった生物多様性の保全を中心とした取26 
組が、生物生産性の高い豊かな漁場の実現に寄与するという認識が重要である。27 
こうした豊かな生物多様性や生物生産性を維持し向上させるためには、多様な28 
生物生産の場の確保に加え、森・川・海を通じた物質循環を円滑化していくこ29 
とや、その循環に関係する降雨や海流・潮流を把握していくことが重要である。 30 

 31 
（２）－１ 場の視点 32 

○沿岸生態系（海中、海底、海岸等）の動植物の種類数が現状以上に保た33 
れ、少数のごく限られた種が卓越するような種の多様性の低い状態では34 
ないこと 35 

○わが国に生息・生育する種に絶滅のおそれが新たに生じないようにする36 
と同時に、現に絶滅の危機に瀕した種の個体数や生息・生育環境の維持・37 
回復を図ること 38 
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○豊かな生態系を維持する上で重要な機能を果たす藻場・干潟等が保全さ1 
れ、失われた場の再生や新たな場の創出がなされることにより、場の多2 
様性が向上すること 3 

○生物生産の場（藻場、干潟、岩礁、海底等）が偏在せず十分に確保され4 
ていること 5 

○森・里・川・海のつながりが確保され、上流から供給される栄養塩類が6 
川や海の魚をはじめとする生き物を育み、土砂の移動により干潟・砂浜7 
の形成や海底の泥質化の抑制などが図られ、魚類等の川と海との回遊に8 
支障がないこと 9 

○海に関しては利用目的に合った環境基準の類型指定当てはめや季節に応10 
じた基準値の設定の検討がなされること 11 

○季節性を踏まえ、栄養塩（窒素、りん等）のフローが浮き魚類や底生生12 
物を斃死させる赤潮や貧酸素水塊の発生の原因とならない程度に確保さ13 
れていること 14 

○海底における汚濁物質や重金属や有害な化学物質のストックが底生生物15 
が生息できる環境まで減少していること 16 

○漁業活動による混獲など生態系への影響が回避されていること 17 
○油流出の防止が図られるとともに、排出された油が速やかに防除がなさ18 
れるなど生態系への影響が回避されていること 19 

○埋立等の自然景観や生物多様性にとってのマイナス要因を必要最小限に20 
留め、また適切な代償措置がなされていくこと 21 

○航路確保等で生じる浚渫土を深掘跡地の埋戻しへ活用するなど環境修復22 
がなされること 23 

 24 
   （２）－２ 流れの視点 25 

○湾・灘ごとに栄養塩の量や供給起源の割合が異なり、陸域由来の負荷の26 
割合も生活系、産業系、畜産系でそれぞれ異なることを踏まえ、きめ細27 
やかな対策を講じるために海域ごとの栄養塩動態の解析が図られこと 28 

○物質循環を円滑化していくために、海流・潮流による物質輸送機能の把29 
握がなされること 30 

○地球温暖化による生態系影響の把握と今後の予測に基づく緩和と適応の31 
取組が図られること 32 

 33 
   （２）－３ 評価指標の例 34 

◇生物多様性に係る指標の例 35 
生物の種類数・個体数（水生生物や海浜植物）、藻場・干潟面積、渡り鳥36 
飛来数、海岸線の形態別距離、自然再生の実施箇所数、海のことを考えた37 
ダム等からの放水・排砂管理取組箇所数 38 
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 1 
◇生物生産性に係る指標の例 2 
流入汚濁負荷量、季節や場所に応じた栄養塩濃度（窒素、りん等）、基礎3 
生産力、漁業生産量（漁獲高）、赤潮発生件数、貧酸素水塊の出現状況、4 
下層 DO、水産用水基準の底層項目の達成状況、生活環境の保全に関する5 
環境基準の達成状況 6 

 7 
◇物質循環に係る指標の例 8 
土砂流入量、底質の粒度組成、淡水流入量、海水交換時間、外海栄養塩濃9 
度、降雨量 10 

 11 
（３） 賑わいのある海 12 

瀬戸内海は、古くから海上交通の場として栄え、沿岸の各地域を拠りどころ13 
として他地域との交流を深め、産業を興し、独自の文化を築き上げてきた歴史14 
がある。 15 

しかしながら、陸上交通機関の発展や埋立や護岸整備などに伴い、人々の生16 
活は海から遠ざかってしまった。かつて、海は身近な存在であり、そこで採れ17 
る魚介類は食卓を賑わせ、遊び場となる砂浜や干潟なども多く存在していたが、18 
今では、その面影を残す所は非常に少なくなり、人々の足も遠退いてしまった。 19 
しかし近年では、瀬戸内国際芸術祭において島嶼部を中心とした瀬戸内海独20 

自の魅力の再発見や、エコツーリズムといった自然環境や歴史文化など、地域21 
固有の魅力を観光客に伝え、環境の保全につなげていくことを目指す取組など、22 
人々が海に関心を持ち、自然や文化とのかかわりあいを重視する動きも見られ23 
る。 24 
このことから、今後は、「比類なき美しさを誇る景勝地」や、「貴重な漁業資25 

源の宝庫」と謳われる自然環境に恵まれた瀬戸内海の地域資源を生かし、各地26 
域が連携して陸・海・島のネットワーク化を図り、「道」の機能を最大限に発揮・27 
活用していくことにより、人々と海のかかわりあいの機会を増やし、賑わいの28 
ある豊かな瀬戸内海を実現していくことが重要である。 29 
また、海洋生物多様性保全戦略（平成 23 年３月）における基本的視点として30 

海洋生物多様性の重要性の認識が掲げられており、瀬戸内海においても「庭」31 
や「畑」といった生態系サービス（海の恵み）を長期的かつ継続的に利用する32 
ためには、健全な生態系を維持管理していくことに加え、その豊かさがもたら33 
す様々な恵みを認識していくことが重要である。 34 

 35 
 （３）－１ 場の視点 36 

○自然観光資源の持続可能な利用と保護の両立が図られていること 37 
○人が海と気軽にふれあえるように砂浜や干潟へのパブリックアクセスが38 
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確保されていること 1 
○多種多様な生業が共存共栄し次世代にも引き継がれること 2 
○住民にとっての住みよさと観光客による賑わいの創出の両立が図られる3 

こと 4 
 5 
 （３）－２ 流れの視点 6 

○海辺の環境学習や参加・協働型モニタリング等によって、生態系の重要7 
性を認識し、環境保全の取り組みが進んでいくこと 8 

 9 
（３）－３ 評価指標の例 10 

◇賑わいに係る指標の 11 
海水浴場・潮干狩場の数、環境保全活動のイベント開催数と住民の参加者12 
数、観光客数、国立公園利用者数、アクセス可能な海岸線延長、水環境・13 
自然環境の住民の満足度、ダイビングスポット数 14 

  15 
３ 考慮すべき観点 16 
 17 

  （１） 湾・灘規模での地域毎の特性の把握 18 
地域に応じた豊かな海を考える際は、湾・灘など地域をとりまく環境の状況19 

は異なり、また、湾口と湾奥でも環境の状況が異なっていることから、地域の20 
特性を把握していくことが重要である。これを踏まえ、今後の目指すべき将来21 
像と環境保全・再生へのアプローチは、湾・灘といった規模で、あるいは必要22 
に応じ湾口と湾奥といったさらに小さい規模で、より細やかなあるべき姿につ23 
いて、関係者間での合意形成が図られることが適当である。その際は、隣接す24 
る湾・灘との流れの視点での調整も必要と考えられる。従って、「庭」「畑」「道」25 
といった価値・機能はそれぞれの地域ごとに大きさも形も異なることに留意す26 
る必要がある。 27 
また、各海域においては、陸域に栄養塩の供給源や海洋ゴミの発生源が多く28 

あることを鑑みれば、沿岸域や河口域だけでは問題は解決できないことから、29 
上流域を含めた流域圏と沿岸域一体で合意形成を図っていくことが重要である。 30 
地域に応じた豊かな海のイメージとして、例えば、備讃瀬戸については、そ31 

の全域が瀬戸内海国立公園として指定されており、島嶼、白砂青松、海水浴場、32 
重要文化財を有することから、これらの景観を生かしたエコツーリズムや人と33 
自然とのふれあいの促進により、観光・安らぎの場としての「庭」の機能をさ34 
らに発揮していくことが考えられる。他方で、国際バルク戦略港湾に選定され35 
ている水島港・福山港といった重要な海上交通機能を有し、また、瀬戸大橋に36 
代表される児島・坂出ルートといった重要な交通機能も有することから、これ37 
らの「道」としての機能を、景観や環境の保全に配慮しながら、さらに発揮さ38 
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せていくことも考えられる。これらの「庭」や「道」の機能を複合的に発揮さ1 
せていく際には、賑わいの観点からは相反するものではないが、環境保全の観2 
点からはトレードオフの関係になる場合があるため、豊かな海の目標設定等に3 
あたっては、地域における関係者間での合意形成が図られるべきである。 4 
また、各海域において「畑」の機能を強化していく取組が求められているが、5 

例えば、漁船漁業が盛んな海域においては、多くの魚介類の産卵・育成の場で6 
ある藻場の造成が重要であり、魚類養殖が盛んな地域においては、赤潮対策と7 
して海域に過度な負荷を与えない水質管理の取組が重要であり、ノリ養殖が盛8 
んな海域においては冬に漁場に必要な栄養塩を確保していく取組が重要である9 
といったように、「畑」の機能を強化するポイントも、漁業形態等に応じて検討10 
する必要がある。 11 
このように瀬戸内海は、同じ空間で同時に多様な要請に応えられる場として12 

利用されており、基本的に「庭」「畑」「道」の機能を地域に求められる要請に13 
合わせてそれぞれを発揮させていくことが重要である。一方、地域によっては14 
瀬戸内海全体の価値を高めていくために、「畑」や「庭」として景観や生態系を15 
保全すべき場所と、環境に配慮しつつ「道」として港湾や海上交通の機能を強16 
化すべき場所に分け、それぞれの機能を重点的に強化するといったゾーニング17 
の考え方も重要である。 18 

 19 
（２） 里海づくりの手法 20 

古来から瀬戸内海では、人々が、それぞれの地域、コミュニティの中で、自21 
然や生態系を保全しながら生活し、その土地に根差した産業、文化を大切に育22 
んできたが、近年、そうした人と海との関係が希薄化してきている。こうした23 
中、瀬戸内海を豊かな海として再生していくためには、必要に応じて、生態系24 
の持つ回復力や水質浄化機能が損なわない範囲で管理することや、特定の海域25 
について目的を明らかにした上で行為を制限するなど、人の手を適切に加える26 
ことによって、高い生物多様性や生物生産性が図られる「里海」としての地域27 
の再生を目指した取組を進める必要がある。 28 
里海の再生を目指した取組では、漁村単位といった比較的小さい規模におい29 

て、地域ごとの状況に応じてあるべき里海の姿を検討し、地域の合意に基づい30 
た里海の目標に向かって、住民や行政、漁業者等の参画・協働による環境保全・31 
再生活動や環境学習、環境モニタリング等を行っていくといったボトムアップ32 
型の取り組みが重要である。 33 
また、森林は河川で海とつながっており、土砂の供給により干潟・砂浜など34 

が形成されるほか、栄養塩類の供給により、川や海の魚をはじめとする生物を35 
はぐくみ、豊かな海が形成されることから、里海づくりは沿岸域だけでなく、36 
森林の整備など上流域を含めた活動を実施していくことや、都市や農村との交37 
流を図っていくことも重要である。 38 
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   1 
（３） 順応的管理のプロセス 2 

   生物多様性・生物生産性の向上のための栄養塩供給（管理）の取組のように、3 
その効果について科学的な知見が十分に得られていない方策については、栄養4 
塩レベルと生物生産の詳細な関係が解明されていないことに加え、その管理方5 
策の効果や影響について、科学的な知見が十分に得られていないことから、先6 
ず調査・研究を行い、科学的裏付けを得ていくことが重要である。 7 
一方で、生物多様性・生物生産性の劣化の程度は増し続けていることから、8 

調査・研究と平行して、環境改変に対する生態系の応答は不確実性を伴うこと9 
を認識しつつ、ある程度の蓋然性が見えた段階で人為的に管理し得るそれぞれ10 
の施策について実施し、その後、モニタリングによる検証と施策の改変を加え11 
ていくという順応的管理の考え方に基づく取組を検討していく必要である。 12 

 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
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環境保全・再生の在り方のとりまとめ（案） 1 

（第４回企画専門委員会 資料２） 2 
 3 

Ⅲ 環境保全・再生の在り方 4 

１ 豊かな瀬戸内海を実現するための基本的な考え方 5 
 6 
 瀬戸内海はいまだに豊かで美しい自然を有しており、「庭」「畑」「道」に例えられ7 

る重要な機能を発揮しながら、歴史、文化、産業など様々な側面から人々の暮らし8 

を支えてきており、今後も、その多面的機能をさらに向上させ、最大限に発揮させ9 

ながら豊かな瀬戸内海を目指して取組を進めていく必要がある。 10 

豊かな瀬戸内海を実現していくためには、次のことを基本的な考え方として取り11 

組むことが必要である。 12 
 13 

（１）良好な生物生息環境の確保に向けたきめ細やかな水質管理 14 
 15 

瀬戸内海の水質は、水質総量削減の取組が行われている他の指定水域に比較し16 

て良好な状態にあるなど、水質総量削減や瀬戸内海環境保全基本計画に基づく17 

様々な取組により改善されてきている。 18 

その結果、瀬戸内海の広い範囲で透明度が改善してきていると言われており、19 

魚類養殖に被害をもたらす赤潮の発生件数は大幅に減少している。一方、貧栄養20 

の条件下で増殖する大型珪藻がノリ養殖に大きな影響を与えるようになってきて21 

おり、赤潮プランクトンの種や発生時期に変化が見られるようになった。また、22 

ノリ養殖やアサリなどの二枚貝類の生産量が減少傾向にある一因として、栄養塩23 

の不足が指摘されるようになってきている。また、大阪湾においては、COD や窒24 

素・りん濃度が湾奥で局所的に高く、沖合では低いといったように有機物や栄養25 

塩の偏在が問題になっている。さらに、貧酸素水塊が問題となるのは主に夏であ26 

り、他方で、栄養塩不足等の要因によりノリが色落ちが発生する季節は冬である27 

など、季節によって水質を取り巻く環境や問題も異なる。 28 

このような状況を踏まえ、瀬戸内海を多様な生物が生息できる豊かな海として29 

再生させるためには、従来の水質管理の手法を基本としつつ、海洋生物の良好な30 

生息環境の保全・再生や円滑な物質循環の視点も考慮した管理方策の検討が必要31 

である。すなわち、現在、環境基準化が検討されている下層 DO も含め、引き続32 
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き、環境基準の達成に向けた水質管理からのアプローチを継続しつつ、ほぼ環境1 

基準が達成されつつある窒素・りんについては、地域ごとの状況や地理特性、季2 

節の他、海域における生物多様性・生物生産性の観点も考慮しながら、きめ細や3 

かに管理するための取組を進めることが必要である。 4 
 5 

（２）藻場、干潟、砂浜等の失われた沿岸環境と悪化した底質環境の回復 6 
 7 

瀬戸内海にふさわしい自然環境を確保し、これを良好な状態で将来に継承して8 

いくためには、現在残されている自然環境を極力保全するとともに、失われた良9 

好な環境を再生させ、また、新たに創出していく取組を積極的に推進すべきであ10 

る。 11 

特に、陸域と海域の中間に位置し、その特殊な物理環境により固有の生物が生12 

息している汽水域や、多様な生物が生息・成育するとともに水質浄化機能を有し13 

ている藻場・干潟等の浅海域は、沿岸域の生態系にとって極めて重要であり、失14 

われた藻場・干潟等を再生する取組が各地で進められているものの、過去と比較15 

して、いまだ十分な再生がなされているとは言えないため、更なる取組を講じて16 

いく必要がある。なお、これらの汽水域や浅海域の保全、再生、創出にあたって17 

は、そこに生息する生物について十分に把握し、施策の効果を評価することが重18 

要である。 19 

湾奥など陸域からの影響を受けやすい水域では、陸域からの汚濁負荷の沈降・20 

堆積等により底質が悪化し、夏季における底質からの栄養塩の溶出や貧酸素水塊21 

の発生などが問題となっていることから、底生生物の生息環境を確保するため、22 

悪化した底質環境を改善する必要がある。また、河川から流入する土砂の供給量23 

の減少が、砂地の減少の一因と言われていることから、土砂供給の変化の把握と、24 

底質改善に向けた土砂管理方策の検討を行っていく必要がある。 25 

また、過去には、瀬戸内海の広範囲にわたり海砂利採取が行われ、現在ほとん26 

ど行われなくなったものの、海砂利採取の跡地については、イカナゴなどの魚類27 

の生息に与える影響が指摘されていることや、窪地となっている場所が貧酸素化28 

の原因となっていることから、修復する意義や優先的に修復すべき場所を明確に29 

して、新たな環境破壊にならないように留意しながら、海砂利採取跡地の修復に30 

向けて取組むべきである。 31 

 32 
（３）白砂青松、多島美と評される瀬戸内海の自然景観及び文化的景観の保全 33 
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 1 
瀬戸内海は、大小さまざまな島々が創り出す内海多島海景観、向かい合う陸地2 

が接近して海が狭くなる瀬戸の景観、花崗岩由来の白砂とクロマツから形成され3 

る白砂青松の景観などの自然景観と、農村漁村や暮らしの風景、歴史的な文化財4 

や町並みの風景、コンビナートや養殖の風景といった多様な景観要素が調和し、5 

一体となって世界に誇るべき比類のない景観を形成しており、海から見た景観や6 

海の向こうに見える景観など、こうした調和ある固有の景観を保全し、将来の世7 

代に良好な状態で継承していくことが重要である。 8 

また、自然環境や社会状況、風景評価の多様化などの変化により、干潟や藻場9 

についても、自然景観としての評価が高まってきていることや、里地里山・里海10 

といった人と自然とのかかわりの風景が評価されるようになってきていることは11 

今後の瀬戸内海の景観保全にとって重要な視点である。 12 

こうしたことから今後も、瀬戸内海を特徴づける風景を含め、保全と再生のた13 

めの目標の合意形成を図ることが必要である。また、これらの瀬戸内海の価値や14 

魅力を国内外に広く情報発信していく必要がある。 15 
 16 

（４）地域で培われてきた海と人との関わり方に関する知識、技術、体制を活か 17 
して、地域における里海の創生の推進 18 

 19 

古来から瀬戸内海では、人々が、それぞれの地域、コミュニティの中で、自然20 

や生態系を保全しながら生活し、その土地に根差した産業、文化を大切に育んで21 

きたが、近年、そうした人と海との関係が希薄化してきている。こうした中、瀬22 

戸内海を豊かな海として再生していくためには、必要に応じて、生態系の持つ回23 

復力や水質浄化機能が損なわない範囲で管理することや、特定の海域について目24 

的を明らかにした上で行為を制限するなど、人の手を適切に加えることによって、25 

高い生物多様性や生物生産性の確保が図られる「里海1」としての地域の再生を目26 

指した取組を進める必要がある。 27 

里海の再生を目指した取組では、漁村単位といった比較的小さい規模において、28 

地域ごとの状況に応じてあるべき里海の姿を検討し、共通の目標に向かって、市29 

民、漁業者、企業、環境団体、行政など幅広い関係者の参画と協働により、環境30 
                                                   
1 里海とは、「人手が加わることにより生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸海域」と定義されて

いる（“沿岸海域の「里海」化”、柳哲雄、土木学会誌、21、703（1998））。水や栄養塩などは、陸域

から海に流れ込むことから、里海の再生には、山や都市などでの取組も重要である。また、里海は、

沿岸域だけでなく、海のことを考えた取組が行われる陸域も含めた概念である。 

 



－ 前回委員会資料 － 

14 
 

保全・再生活動や環境教育・学習、環境モニタリング等を行っていくボトムアッ1 

プ型の取組が重要である。 2 

また、森林は河川で海とつながっており、土砂の供給により干潟・砂浜などが3 

形成されるほか、栄養塩類の供給により川や海の魚をはじめとする生物をはぐく4 

み、豊かな海が形成されることから、里海づくりは沿岸域だけでなく、森林の整5 

備など上流域を含めた活動を実施していくことや、都市や農村との交流を図って6 

いくことも重要である。 7 

環境保全活動では、自らが直接、環境に関わる体験が重要であるため、多くの8 

人々に瀬戸内海に来てもらい、瀬戸内海を体験してもらうことが重要である。そ9 

のためには、観光振興が重要であり、環境保全へとつながるツーリズムの取組、10 

ひいては、観光産業等の振興、地域の活性化等の取組が重要である。 11 

 12 
（５）生態系構造に見合った持続可能な水産資源管理の推進 13 
 14 

気候変動に伴う海洋生態系の変遷（レジームシフト）や栄養塩濃度の低下とい15 

った瀬戸内海を取り巻く環境の変化等により、従来の漁業形態での継続的な活動16 

が困難な場合が生じている。 17 

様々な外的要因に対する生態系の影響については、大きな不確実性を伴うこと18 

を強く認識しておく必要があり、瀬戸内海の生態系の健全性を把握するために、19 

生物生息状況に関する指標など、生物多様性・生物生産性に関する調査と評価を20 

推進することが必要である。 21 

また、生物多様性の保全の観点からも水産資源の管理は重要であるため、水産22 

基本計画に述べられているように、資源状態に応じた適切な資源管理が実施され23 

るよう、科学的知見に基づき行政機関、試験研究機関、漁業者をはじめとする関24 

係者が一体となって有効な資源管理措置を検討し、取組内容の見直しを行ってい25 

く仕組みの構築をより一層推進することが重要である。さらに、遊漁による採捕26 

量が魚種や地域によっては漁業による漁獲量に匹敵する水準にあることなどを踏27 

まえ、漁業者が自主的に取り組む資源管理措置に対する遊漁者の理解を深めると28 

ともに、遊漁者にも資源管理において一定の役割を果たしてもらえるような環境29 

づくりを推進することが重要である。 30 

 31 
（６）沿岸防災と環境保全の調和 32 

 33 
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陸域と海域が接する沿岸域は、干潟・藻場・砂浜など、生物多様性の保全の上1 

で重要な生態系が形成される一方、人間活動の影響も受けやすく、津波や高潮と2 

いった自然災害が発生する地域でもあることから、陸と海のつながりを考慮しな3 

がら、流域一体での合意形成に基づき環境保全と調和した形で、防災・減災を進4 

めていく必要がある。 5 

 6 
（７） 順応的管理のプロセスの導入 7 

 8 
生物多様性・生物生産性の向上のための栄養塩供給（管理）の取組のように、9 

その効果について科学的な知見が十分に得られていない方策については、栄養塩10 

レベルと生物多様性・生物生産性との詳細な関係の解明に加え、その管理方策の11 

効果や影響について、先ず調査・研究を行い、科学的裏付けを得ていくことが重12 

要である。一方で、生物多様性・生物生産性の劣化の程度は増し続けていること13 

から、調査・研究と並行して、環境改変に対する生態系の応答は不確実性を伴う14 

ことを認識しつつ、ある程度の蓋然性が見えた段階で人為的に管理し得る諸施策15 

について実施し、その後、モニタリングによる検証と施策の改変を加えていくと16 

いう順応的管理の考え方に基づく取組を検討していく必要がある。 17 
 18 

Ⅳ 今後の環境保全・再生施策の展開 19 

１ 基本的な考え方に基づく重点的取組 20 
 21 
（１）良好な生物生息環境の確保に向けたきめ細やかな水質管理手法の開発 22 
 23 

   １）環境基準達成の考え方の整理と新たな水質目標の検討 24 
 25 

６次にわたる水質総量削減の取組により、瀬戸内海の窒素及びりんの環境基26 

準達成率は 96.7%まで向上し、ほぼ達成されるにいたっており、こうした海域27 

においては、今後も、環境基準の達成を維持していくことが必要である。 28 

しかしながら、瀬戸内海の窒素・りんの濃度が既に外海並に低水準であるこ29 

とや、特に溶存態無機窒素濃度の低下により、植物プランクトン等の一次生産30 

速度が低下しているという指摘があることから、これまでの全窒素や全りんの31 

評価だけでなく、１次生産に不可欠な溶存態無機窒素や溶存態無機りんの濃度32 

レベルの科学的な知見の集積を行う必要がある。 33 
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なお、窒素やりんについて環境基準を達成した海域においては、窒素やりん1 

が生物生産性と密接な関係があることや、紀伊水道や豊後水道など外海から供2 

給される栄養分が瀬戸内海中央部にまで届きにくいことなども考慮しつつ、栄3 

養塩濃度と 1 次生産に関する科学的な知見が十分に得られるまでは、栄養塩濃4 

度は環境基準値に対して大きく下回らないよう配慮すべきである。 5 

また、水質と生物生産の調和を図るという観点から、新たな指標として、水6 

生生物（特に底生生物）の生息に影響を与える主要な要素の一つと考えられる7 

下層 DO や、水生植物の生育や親水環境の要素も併せて示す透明度について、8 

環境基準として設定する上で必要となる事項について、引き続き検討を行うこ9 

とが重要である。 10 
 11 

２）きめ細やかな水質管理手法の開発 12 
 13 
瀬戸内海を湾・灘ごとまたは季節ごとに見ると、赤潮により養殖漁業への被14 

害が生じる海域や、近年の COD が上昇傾向にある海域、貧酸素水塊が発生す15 

る海域、または貧栄養でも増殖できる大型珪藻が発生する海域など、海域や季16 

節によって問題が異なることから、場所や季節を考えたきめ細やかな対応を検17 

討していく必要がある。 18 

なお、これらの検討・実施に当たっては、順応的管理の考え方に基づく施策19 

管理が不可欠である。例えば、栄養塩等の汚濁負荷量を夏季に少なく、冬季に20 

多くするといった季節的な対応も考えられるが、その際は、現在の排水規制や21 

総量規制の運用の中で制度的、技術的、社会的制約など、その実行可能性を十22 

分に検討することが必要である。さらに、その上で、海域の栄養塩濃度が増加23 

した場合には、赤潮に至る可能性や貧酸素水塊の形成を促進する可能性がある24 

ことに十分留意しつつ、栄養塩不足が問題となっている海域などをモデル地域25 

として、季節的に栄養塩の負荷量を変化させた場合の海水中の栄養塩濃度の増26 

減や、魚類養殖に被害をもたらす赤潮や大型珪藻の発生状況及びそれに伴う漁27 

業被害、透明度や下層 DO 等の情報を詳細に把握し、その効果を適切に評価し28 

ていくことが必要である。 29 

瀬戸内海における今後の水質総量削減制度の在り方については、下層 DO の30 

改善に向けて蓄積した汚濁負荷のストックを減らす観点から、これまでの富栄31 

養化対策を行いつつも、環境基準が概ね達成された海域においては、汚濁負荷32 

の削減だけを目的とするのではなく、汚濁負荷の総量管理のような、適正な物33 
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質循環の確保の観点を取り入れた新たな管理手法の開発に向けた調査検討を1 

実施する必要がある。 2 

新たな管理手法の検討に当たっては、これまでの窒素とりん等の負荷量削減3 

などの取組によって、魚類養殖に被害をもたらすプランクトンによる赤潮が減4 

少した一方で、貧栄養の中で増殖する大型珪藻がノリ養殖の時期である冬期に5 

発生するようになり、栄養塩の競合によりノリの色落ちの原因の一つになって6 

いることに留意しつつ、植物プランクトンの種数に影響するようなタイミング7 

での負荷量管理や、維持すべき栄養塩の量の設定について検討する必要がある。 8 

さらに、場所や季節を考えたきめ細やかな水質管理の手法の開発のためには、9 

陸域からの汚濁負荷量に加え、大気や外海、底泥からの溶出を含む栄養塩の供10 

給量の変化を把握し、今後の人口減少や経済活動の動向を踏まえつつ、将来予11 

測を行った上で、検討していく必要がある。 12 

第７次水質総量削減制度において、引き続き総量負荷削減の方向性が示され13 

ている大阪湾においては、湾奥では汚濁負荷が多く、夏の貧酸素水塊の発生が14 

問題になっている一方で、大阪湾南部や西部では冬にはノリ養殖の色落ちが発15 

生するなど、同一の湾内であっても水域によって生じている問題が異なってい16 

ることにも留意が必要である。加えて、大阪湾においては、過去の大規模な埋17 

立により、海水の流動状況が大きく変化してきていることから、湾奥において18 

は地形的な要因が支配的となっていること等も踏まえつつ、このような水域に19 

ついては、湾・灘よりもさらに細かいスケールでの地域特性や季節性を考慮し20 

た検討が必要である。 21 

また、新たな水質目標の設定やきめ細やかな栄養塩管理などの施策の見直し22 

にあたっては、地域住民や国民の理解を得ながら取組を進める必要がある。 23 

 24 
（２）生態系の健全性の回復 25 
 26 
１）藻場・干潟の保全・再生・創出 27 

 28 
健全な生態系の基盤である藻場・干潟等の貴重な自然環境を保全するととも29 

に、既に失われた良好な環境を再生させ、積極的に整備する必要がある。 30 

特に、貧酸素水塊の発生抑制対策として、陸域からの負荷量削減の取組に加31 

え、埋立などにより失われた干潟や砂浜などの浅海域の復元が必要である。 32 

そのためには、自然が自ら回復する能力を発揮できるよう、かつてその海域33 
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に存在していた自然環境を念頭において、海藻・海草の移植などによる藻場造1 

成や、浚渫土砂等を活用した干潟造成の取組を実施する必要がある。 2 

また、今後も、海砂利採取や海面埋立の原則禁止の厳格な運用を実施すると3 

ともに、特に重要な生態系については自然公園法に基づく海域公園地区に指定4 

して保護を図る必要がある。やむを得ず埋立が認められる場合でも、開発事業5 

者による藻場・干潟の造成等の代償措置を広く検討を行っていく必要がある。6 

その際には、それらを取り巻く環境（プランクトン種、水質、底質、魚介類、7 

ベントス等）のモニタリング調査を実施し、藻場・干潟等の再生や創出の効果8 

を環境価値評価手法などを用いて定量的に把握し、施策に反映することが重要9 

である。 10 

さらに、現在利用されていない埋立地が様々な生物の生息の場になっている11 

との指摘もあり、そうした土地の利用目的の見直しや一時的な利用も含めて、12 

景観への影響や生物多様性の保全に配慮しつつ、これらの活用を検討すること13 

も必要である。 14 
 15 

２）底質環境の改善 16 
 17 
海底は、有機汚濁物質が沈降・堆積し、底質中に栄養塩や重金属、PCB な18 

どの有害物質が蓄積しており、環境に長期間影響を及ぼすことから、良好な生19 

物の生息環境の確保のために、下層 DO を環境基準として設定する上で必要と20 

なる事項についての検討を進め、また堆積物等への対策を検討する必要がある。 21 

また、夏季に貧酸素状態が続く場所では、底質からの大量の栄養塩の溶出を22 

引き起こすため、陸域からの汚濁負荷の削減にも関わらず、その削減の効果が23 

相殺されていることが考えられることから、まずは、改善が必要な底質の分布24 

状況について現状把握した上で、優先的に対策が必要と考えられる場所につい25 

て、浚渫や覆砂等の底質改善対策を推進する必要がある。 26 

さらに、海砂採取跡などの大規模な窪地では、海水交換が悪いため、貧酸素27 

水塊が発達しやすく、青潮被害の一因となることがあることから、今後も引き28 

続き、浚渫土などを活用した埋戻しについて、周辺海域の水環境への影響や改29 

善効果を把握・評価しつつ、取組を進めていく必要がある。 30 

加えて、大規模な航路浚渫が行われる場合には、発生した土砂を適切に分級31 

し、底質環境の改善に活用する取組を積極的に推進すべきである。 32 
３）森・里・川・海のつながりの確保 33 
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 1 
健全な物質循環を確保するためには、陸域と沿岸域の一体的な取組により、2 

水、栄養塩類、土砂等の物質輸送システムとしての森・里・川・海のつながり3 

を回復させる必要があることから、上流における森林の整備や、汽水域や藻4 

場・干潟等を保全・再生・創出する事業の推進に加え、ダム・河口堰からの放5 

水・排砂の弾力的な運用に向けた検討や、下水処理場における窒素・りんの適6 

正な管理手法の検討が必要である。 7 

また、生物生息の基盤となっている場所としてのつながりを確保するため、8 

自然本来の特性やメカニズムを考慮しつつ、将来にわたり保全すべき自然環境9 

を有している地域を核として、それらを有機的につなぐ生態系ネットワークの10 

形成を目指し、さまざまなスケールで森、里、川、海を連続した空間として積11 

極的に保全・再生を進める必要がある。 12 

 13 
（３）景観の保全 14 

 15 
瀬戸内海の景観を特徴づける一つである白砂青松については、現在残されてい16 

る良好な場所を維持管理していくことが重要である。 17 

また、人々が海や自然を楽しめるようにするための工夫を行いつつ、エコツー18 

リズムを推進することで、環境保全とツーリズムが連携した地域産業の活性化の19 

取組を推進することが必要である。特に、独自の景観を残している島嶼部におい20 

ては、過疎化・高齢化により活気が失われてきていることから、島の持つ特有の21 

魅力を再発見できるよう、島に住む人々の暮らしを基軸とした体験型ツーリズム22 

の導入など島の活性化を推進することが必要である。 23 

一方、都市の海岸線の多くは、産業や物流の場となり、人々が海に近づきにく24 

くなっていることから、このような場所においては、人と海とがふれあえる場の25 

創出が必要である。このためには、例えば、海水浴、潮干狩りの場としての人工26 

海浜や干潟の造成、水際線へのアクセスや魚釣り、散策等が可能な親水性護岸の27 

採用等があげられる。 28 

干潟・藻場と国立・国定公園と国指定鳥獣保護区の重複状況について見ると、29 

そのほとんどは規制の緩やかな普通地域となっている。今後、瀬戸内海の海域に30 

ついて、自然環境や社会状況、風景評価の多様化を踏まえて国立・国定公園区域31 

の拡大を図るとともに、公園内で特に重要な生態系を有する海域公園地区として32 

積極的に指定し、その適切な管理を進めるなど、海域の保全の強化を図ることが33 
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必要である。 1 

 2 
（４）地域の参画・協働の促進 3 
 4 
多くの人々に瀬戸内海に来てもらい、瀬戸内海を体験してもらうためには、市5 

民の海岸へのアクセスを確保し、市民が海と触れ合う機会を増やすとともに、誰6 

もが海を楽しみながら手軽に環境モニタリングに参加できるような生物指標づく7 

りが必要である。 8 

また、望ましい海の姿など地域ごとの目標を広く共有し、企業と行政と住民の9 

協働により環境保全活動などに取組むことが重要であることから、地元で活動し10 

ている漁業者や市民団体などの取組が大切であり、これを積極的に支援していく11 

とともに、広く人々や企業に関心を持たせ、積極的に参画させる仕組みが必要で12 

ある。 13 

そうした活動を推進・継続するためには、環境保全活動や調査活動などを通じ14 

て把握した問題が、社会の課題として広く認識され、今後の施策に反映されてい15 

くことが重要である。 16 

 17 

（５）海洋ごみ対策 18 

 19 

海洋ごみは山、川、海へとつながる水の流れを通じて発生するものであり、ま20 

た、特定の県域を越えて広がっていくものであることから、瀬戸内海全域の環境21 

を考えていく上でも、上流域も含めた流域圏という考え方で対策に取組むことが22 

重要である。 23 

漂着ごみについては、その発生抑制対策や回収・処理対策を一層強化すべきで24 

ある。 25 

また、漂流ごみ、海底ごみについては、漁業操業や船舶の航行に影響するほか26 

景観や生態系等の自然環境の悪化につながっていると考えられ、その除去は豊か27 

な海の再生にとって重要な課題である。漂流ごみ、海底ごみへの対策は、その処28 

理責任を明確にすることが重要であり、またその大半が陸域から発生するごみで29 

あることから、陸上でのごみの適正処理、一人一人のマナー向上などの発生抑制30 

対策の取組が必要である。 31 

 32 
（６）総合的な資源管理 33 
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 1 
海域に負荷された栄養塩をできるだけ効率的に漁業生産に結びつける観点から、2 

投棄や混獲を減少させ、経済価値の低い小型魚の漁獲を避けるなどの方策を講じ、3 

目的を明らかにした上で禁漁期を設けるといった資源管理を適切に実施すること4 

が重要である。また、水産生物の生活史に対応した良好な生物の生息環境空間を5 

創出することにより生態系全体の生産力を底上げし、水産資源の育成と持続可能6 

な利用を図る観点から、藻場・干潟といった産卵・生育場の保全・造成等を資源7 

管理と合わせて一体的に推進することが重要である。 8 
 9 

（７）気候変動への対応 10 
 11 
地球規模の気候変動により、瀬戸内海においても海水温の上昇や水位の上昇傾12 

向が見られ、生態系、水産業、干潟、砂浜等の沿岸域の構造体や水質等への影響13 

が懸念されている。このため、気候変動がもたらす生物多様性等への影響調査・14 

適応策など、長期的な視点での対応方策の検討が必要である。 15 

 16 
（８）環境配慮型構造物の導入の推進 17 

 18 
今後、沿岸域の防災機能を高めるための取組の重要性が増していることを踏ま19 

え、新たな護岸等の整備や、既存の護岸等の補修・更新時には、緩傾斜護岸や生20 

物共生型護岸など可能な範囲で積極的に環境配慮型の構造物の採用を推進する必21 

要がある。 22 

 23 
２ 環境保全・再生の推進方策 24 
 25 
（１） 瀬戸内海環境保全基本計画の見直し 26 
 27 
瀬戸内海の環境保全のマスタープランとして、環境保全の目標、講ずべき施策28 

等の基本的な方向を明示している「瀬戸内海環境保全基本計画」に関して、環境29 

や時代の変化に適応させ、今後の目指すべき将来像の実現に向けての強力な原動30 

力・推進力とさせるために、本答申を踏まえて、豊かな瀬戸内海を実現するため31 

の７つの基本的考え方に基づく施策の導入や目標項目の再構成、具体的な数値目32 

標の設定や目標達成のための基本的な施策の見直しに向けた検討を行うことが必33 

要である。 34 



－ 前回委員会資料 － 

22 
 

また、湾・灘あるいはさらに細かいスケールでの特性も踏まえ、地域における1 

豊かな海の具体像を反映していくため、瀬戸内海の環境保全に関する府県計画に2 

ついても、目標の設定や目標を達成するための具体的な施策について見直しに向3 

けた検討を行うことが必要である。 4 

計画の見直しにあたっては、当該地域の過去の環境の状況等を踏まえるととも5 

に、現存する自然環境、海域利用や土地利用等の現況、歴史、文化等の地域特性6 

など、目標設定に必要な情報を共有しつつ、市民、漁業者、企業や環境活動団体、7 

行政機関等、当該地域に関する利害関係者の協議により、目標を設定することが8 

重要である。 9 

また、その際には、地域間の計画の整合性を確保し、円滑な事業の実施を図る10 

ため、広域的な連携が必要である。 11 
 12 

（２） 評価指標の例 13 
 14 

設定する目標はわかりやすい指標を用いるべきである。その際、生物や生態系15 

等に関する知見が不十分な状況にあることや数値化しにくい要素も多いことに留16 

意する必要がある。また、知見の集積に伴い、随時これらを見直すとともに、可17 

能な限り定量化が図られるべきである。 18 

以下に、豊かな瀬戸内海の状態を評価、議論するために有益と考えられる指標19 

例について、概念的なものも含め列挙する。今後、定義が必要な指標は検討を進20 

め、これらの指標を必要に応じて組み合わせ、総合的に目標設定を行う必要があ21 

る。 22 

 23 

◇水質保全に係る指標の例 24 

水質汚濁に係る環境基準の達成状況、透明度、水浴場の水質判定基準の達成25 

状況、流入汚濁負荷量、赤潮発生件数、青潮発生件数、水辺の健全性指標 26 

 27 

◇自然景観・文化的景観に係る指標の例 28 

自然公園の指定面積、自然海浜保全地区の指定延長、漂流・漂着・海底ごみ29 

回収量、景観法に基づく景観計画の策定自治体数 30 

 31 

◇生物多様性に係る指標の例 32 

生物の種類数・個体数（水生生物や海浜植物）、藻場・干潟面積、渡り鳥飛来33 
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数、海岸線の形態別距離、自然再生の実施箇所数、海のことを考えたダム等1 

からの放水・排砂管理取組箇所数 2 

 3 

◇生物生産性に係る指標の例 4 

流入汚濁負荷量、季節や場所に応じた栄養塩濃度（窒素、りん等）、基礎生産5 

力、漁業生産量（漁獲高）、赤潮発生件数、貧酸素水塊の出現状況、下層 DO、6 

水産用水基準の底層項目の達成状況、生活環境の保全に関する環境基準の達7 

成状況 8 

 9 

◇物質循環に係る指標の例 10 

土砂流入量、底質の粒度組成、淡水流入量、海水交換時間、外海栄養塩濃度、11 

降雨量 12 

 13 

◇賑わいに係る指標の例 14 

海水浴場・潮干狩場の数、環境保全活動のイベント開催数と住民の参加者数、15 

観光客数、国立公園利用者数、アクセス可能な海岸線延長、水環境・自然環16 

境の住民の満足度、ダイビングスポット数 17 

 18 
（３）役割の明確化 19 
 20 
現在の瀬戸内海の環境保全・再生の取組は、多様な主体によって実施されてき21 

た。今後もこれらの取組を推進するとともに、さらなる環境保全・再生を進める22 

ために、各主体の役割を明らかにすることが重要である。 23 
  24 
  （４）広域的な連携の強化 25 
 26 

瀬戸内海の環境保全のための管理体制の一つとして、13 府県と政令都市、中核27 

市の首長による瀬戸内海環境保全知事・市長会議が組織されている。 28 

一方で、瀬戸内海は 12 の海域に区分され、それぞれに対応する各自治体等が29 

抱える問題には違いがあり、きめ細やかな湾・灘ごとの管理を行っていくために30 

は、海域ごとに従来の行政区分を超えた新しい地域区分での対応や隣接する府県31 

や国の機関との調整が必要であり、今後ともそれらの間で綿密な連携や調整を図32 

っていくことが望ましい。 33 

 34 
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（５）環境教育・学習の充実 1 
 2 
こどもたちに瀬戸内海について学んでもらうためには、海に接してもらうこと3 

が一番大切であることから、干潟等を体験型環境教育・学習の場として積極的に4 

活用することが必要である。また、森・里・川・海のつながりを重視して、市民、5 

海の仕事に従事する人、行政等の多種多様な主体の連携のもと、沿岸域における6 

環境教育・学習を推進する必要がある。 7 

将来、様々な立場で環境保全に参画していける人材を育てていくために、学校8 

や地域における環境教育・学習の取組を推進するとともに、地域において環境教9 

育・学習の担い手となる人材を育成することが重要である。 10 
また、環境教育・学習と防災教育・学習を一体で推進するといった観点からの11 

取組も重要である。 12 
 13 

  （６）調査研究、技術開発の推進 14 
 15 
   １）調査研究 16 

 17 
瀬戸内海の環境保全を推進するには、生態系をはじめとした現状の的確な把18 

握、精度のよい将来の予測、物質循環・生態系管理に係る構造解析など、様々19 

な分野で調査研究を一層充実させ、知見の蓄積を図ることが不可欠である。 20 

そのためには、限定海域における実験事業等により、正確なモニタリングと21 

課題に対する科学的・技術的な解決策を研究していくことが重要である。 22 
 23 

２）技術開発 24 
 25 
豊かな瀬戸内海を実現するためには、良好な水質を確保し、失われた藻場、26 

干潟、砂浜等を再生し、悪化した底質環境を改善することが重要であるため、27 

海域の環境保全や再生に有効な手法に係る技術の開発及びその活用を促進する28 

ことが必要である。特に、赤潮や貧酸素水塊の発生を抑制する技術、環境負荷29 

をかけずに効率的に栄養塩を高次生物まで循環させる技術、偏在している栄養30 

塩等を拡散させる技術などの開発が重要である。また、浚渫土砂とリサイクル31 

材等を用いた土質改良材等については、環境改善効果の実証だけではなく、生32 

態系への環境影響を十分に検証した上で、その活用を進めるべきである。 33 

 34 
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３）取組の体制 1 
 2 

調査研究や技術開発に当たっては、国及び地方公共団体の試験研究機関や大3 

学、博物館や企業などによる密接な連携のもと、総合的に取り組むための仕組4 

みを構築する必要がある。 5 

 6 
  （７）情報発信、広報の充実 7 
 8 

広く市民に瀬戸内海についての理解が得られるよう、水質等の環境と生態系9 

に関する調査・研究の結果を広く公表し、瀬戸内海の価値、現状、課題等を正10 

確に情報発信することが重要である。また、教育、食、文化、遊びを通じた普11 

及啓発活動、市民の環境に対する認識の確認、わかり易い生物指標の開発と活12 

用といった取組等により、市民の関心を高め、身近な瀬戸内海に対する意識共13 

有を図ることが重要である。 14 
 15 

（８）世界の閉鎖性海域との連携 16 
 17 

日本の公害克服、環境保全の経験を生かして、瀬戸内海における水環境保18 

全の取組をパッケージ化して、閉鎖性海域を抱える諸国をはじめ国際的に情19 

報発信し、そうした国における環境対策に協力していくことが望ましい。 20 

 21 

 22 
 23 


